
大阪市建設局より発行の「下水道法・大阪市下水道条例による排水規制」（平成28年7月1日現在）
の図表を「よりわかりやすく」をテーマに、一工夫してみました。
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法第12条

① 温度 45 ℃未満
② 水素イオン濃度 5を超え9未満 pH 条例第10条の2

③ ノルマルヘキサン抽出物質 除害施設の
鉱油類 5 mg/L 設置義務

動植物油類 30 mg/L
④ 沃素消費量 220 mg/L未満

法第12条の11

①有害物質
1 カドミウム 0.03 mg/L 義務違反

2 シアン 1 mg/L
3 有機りん 1 mg/L

4 鉛 0.1 mg/L
5 六価クロム 0.5 mg/L

6 ひ素 0.1 mg/L
7 総水銀 0.005 mg/L

8 アルキル水銀

9 ポリ塩化ビフェニル 0.003 mg/L

10 トリクロロエチレン 0.1 mg/L

11 テトラクロロエチレン 0.1 mg/L

12 ジクロロメタン 0.2 mg/L
13 四塩化炭素 0.02 mg/L 条例第10条の3 条例第10条の5

14 1,2-ジクロロエタン 0.04 mg/L 義務

15 1,1-ジクロロエチレン 1 mg/L 除害施設の 違反 改善命令等
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 mg/L 設置義務
17 1,1,1-トリクロロエタン 3 mg/L
18 1,1,2-トリクロロエタン 0.06 mg/L

19 1,3-ジクロロプロペン 0.02 mg/L
20 チウラム 0.06 mg/L
21 シマジン 0.03 mg/L
22 チオベンカルブ 0.2 mg/L
23 ベンゼン 0.1 mg/L
24 セレン 0.1 mg/L
25 ほう素 10 mg/L
26 ふつ素 8 mg/L 適用されるダイオキシンの処理区域
27 1,4-ジオキサン 0.5 mg/L 1、平野処理区
28 ☆ダイオキシン類 10 pg-TEQ/L 平野区・東住吉区の大部分、

生野区・住吉区・阿倍野区の一部
東大阪市・八尾市の一部

2、大野処理区
西淀川区全域、淀川区の大部分、
東淀川区の一部

②環境項目 3、十八条処理区
1 フェノール 5 mg/L 東淀川区の大部分、淀川区と吹田市の一部

2 銅 3 mg/L 4、此花処理区
3 亜鉛 2 mg/L 此花区の大部分
4 鉄（溶解性） 10 mg/L
5 マンガン（溶解性） 10 mg/L

6 クロム 2 mg/L
命令違反

大阪市下水道条例により
2,600mg/Lまで一定条件のもとに

① 温度 45 ℃未満 市長の承認を受けて排除可能

② 水素イオン濃度 5を超え9未満 pH
③ 生物化学的酸素要求量 600 mg/L未満

④ 浮遊物質量 600 mg/L未満 　
⑥ 色又は臭気 　

　
　 市長承認

　

⑤ ノルマルヘキサン抽出物質

鉱油類 5 mg/L 2600 mg/L以下
動植物油類 30 mg/L

2600 mg/L以下

鉱油類 4 mg/L

動植物油類 20 mg/L

鉱油類 3 mg/L

動植物油類 10 mg/L

法第45条

法第12条の2
罰則

①有害物質
上記　Ⅱ　に同じ

但し、以下の項目については暫定基準の適用があります。
1 カドミウム ● 平成28年11月30日まで

◎ 平成29年11月30日まで 法第37条の2 命令

25 ほう素 ◆ 平成31年6月30日まで 改善命令等 違反

26 ふつ素 ◆ 平成31年6月30日まで

28 ☆ダイオキシン類については基準値は　Ⅱ　に同じ

但し、右記文言に差異が
あります

法第46条

罰則

②環境項目
上記　Ⅱ　に同じ
但し、以下の項目については暫定基準の適用があります。

3 亜鉛 ▼ 平成28年12月10日まで

排水量により

排除の制限が

① 水素イオン濃度 5を超え9未満 pH

② 生物化学的酸素要求量 2600 mg/L
③ 浮遊物質量 2600 mg/L

特定施設とは、人の健康や生活環境に

ついて、被害を生じるおそれがある物

質を含んだ汚水や廃液を排出する施設 ④ ノルマルヘキサン抽出物質

の事です。 鉱油類 5 mg/L
特定事業場においては、下水の水質が 動植物油類 30 mg/L

基準を超えた場合は改善命令等の行政 鉱油類 4 mg/L 1000㎥/日以上の排水量では

処分を経ることなく直ちに処罰される 動植物油類 20 mg/L ノルマルヘキサン抽出物質は

ことがあります。 鉱油類 3 mg/L 直罰に加えて、除外施設の

動植物油類 10 mg/L 設置基準も適用される。

汚水排除承認基準

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

検出されないこと

放流先で支障をきたすような

色又は臭気を帯びていないこと

☆ダイオキシン類は、ダイオキシ
ン類対策特別措置法の特定施設
（水質基準対象施設）に該当する
下水処理場の処理区域内の工場・
事業場に適用。

基準超過

の場合

下水道法第8条
の下水処理場
の放流水の基
準に悪影響を
与える下水

条例第10条の4

汚水排除の承認申請

条例第10条の3第3項

特
定
事
業
場
の
直
罰
規
定

1日当りの

平均排水量

50㎥/日未満

1日当りの

30㎥/日以上

基準超過のおそれの場合

特定事業場
Ⅳ

政令第9条の4
1日当りの （全国一律基準）

特定事業場以外
1日当りの

平均排水量
1000㎥/日以上

5000㎥/日未満

特定事業場以外

1日当りの

平均排水量
5000㎥/日以上

Ⅱ
条例第10条の3

（政令第9条の10）

除
害
施
設
の
設
置
義
務
規
定

Ⅰ
条例第10条の2
（政令第9条）

Ⅲ
条例第10条の3

（政令第9条の11）

特定事業場以外
1日当りの

平均排水量
1000㎥/日未満

基準超過の場合

全ての排出者
施設の機能障
害損傷を与え
る下水

平均排水量
30㎥/日未満

特定事業場

排除の制限が
適用される下
水

適用される下
水

平均排水量

5000㎥/日以上

基準超過の場合

特定事業場 ☆ダイオキシン類は、ダイオキシ
ン類対策特別措置法の特定施設
（水質基準対象施設）を設置する
事業場に適用。

特定事業場

1日当りの

平均排水量

50㎥/日以上

1000㎥/日未満

特定事業場

1日当りの
平均排水量

1000㎥/日以上

5000㎥/日未満

Ⅴ
条例第10条

（政令第9条の5）



水質規制の主な届出規定

大阪市内の下水の排除基準

大阪市　「下水道へ排水を放流する場合の基準」　は下記のリンクより確認頂けます。
1.　大阪市内の下水の排除基準

2.　下水道法・大阪市下水道条例による排水規制　一覧表

公共下水道は清潔で快適な環境を与えてくれるとともに、河川や海の水質を保全するためのなくてはならない
施設です。有害な物質を含んだ下水は、下水道管を損傷させたり、下水処理場の機能を著しく低下させ、私た
ちの生活が脅かされることになります。

適切な運用・維持管理の一助にして頂ければと思います。
尚、他の市でも条例による規制値が異なる場合があり確認が必要ですが、参考になればと思います。

衛生設備ニュース ●編　集 技術委員会衛生部会

●発行所 (一社)大阪空気調和衛生工業協会　大阪市中央区安土町1丁目7-20（新トヤマビル３階）

TEL．06-6271-0175 FAX．06-6271-0177

URL．http://daikuei.com/

E-mail.osakakueikyo@tenor.ocn.ne.jp

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000010310.html

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/cmsfiles/contents/0000010/10310/gesuihaisuikiseih28.7.7.pdf

特定事業場 法第12条の3 違反

（温泉を使用する旅館業を含む） 特定施設設置届出義務

違反

違反

違反

法第11条の2

旅館業の特定施設 公共下水道使用開始の届出義務

（温泉を使用しない場合に限る）

条例第10条の2第2項 違反

除害施設設置計画の届出義務

上記以外の事業場

計画変更命令

法第12条の5

実施の制限

法第12条の6

過料

法第45条

法第47条の2

法第49条

条例第29条

罰則

罰則

罰則

カドミウム 0.03 mg/L ●◎ 0.03 mg/L
シアン 1 mg/L 1 mg/L
有機りん 1 mg/L 1 mg/L
鉛 0.1 mg/L 0.1 mg/L
六価クロム 0.5 mg/L 0.5 mg/L
ひ素 0.1 mg/L 0.1 mg/L
総水銀 0.005 mg/L 0.005 mg/L
アルキル水銀
ポリ塩化ビフェニル 0.003 mg/L 0.003 mg/L
トリクロロエチレン 0.1 mg/L 0.1 mg/L
テトラクロロエチレン 0.1 mg/L 0.1 mg/L
ジクロロメタン 0.2 mg/L 0.2 mg/L
四塩化炭素 0.02 mg/L 0.02 mg/L
1,2-ジクロロエタン 0.04 mg/L 0.04 mg/L
1,1-ジクロロエチレン 1 mg/L 1 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 mg/L 0.4 mg/L
1,1,1-トリクロロエタン 3 mg/L 3 mg/L
1,1,2-トリクロロエタン 0.06 mg/L 0.06 mg/L
1,3-ジクロロプロペン 0.02 mg/L 0.02 mg/L
チウラム 0.06 mg/L 0.06 mg/L
シマジン 0.03 mg/L 0.03 mg/L
チオベンカルブ 0.2 mg/L 0.2 mg/L
ベンゼン 0.1 mg/L 0.1 mg/L
セレン 0.1 mg/L 0.1 mg/L
ほう素 10 mg/L ◆ 10 mg/L
ふつ素 8 mg/L ◆ 8 mg/L
1,4-ジオキサン 0.5 mg/L 0.5 mg/L
ダイオキシン類 10 pg-TEQ/L 10 pg-TEQ/L

ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設（水質基準対象施設）に該当する下水処理
場の処理区域内の工場・事業場に適用されています。
適用される処理区域は次のとおりです。

1、平野処理区　　： 平野区・東住吉区の大部分、
生野区・住吉区・阿倍野区・東大阪市・八尾市の一部

2、大野処理区　　： 西淀川区全域、淀川区の大部分、東淀川区の一部
3、十八条処理区　： 東淀川区の大部分、淀川区と吹田市の一部
4、此花処理区　　： 此花区の大部分

フェノール 5 mg/L 5 mg/L
銅 3 mg/L 3 mg/L
亜鉛 2 mg/L ▼ 2 mg/L
鉄（溶解性） 10 mg/L 10 mg/L
マンガン（溶解性） 10 mg/L 10 mg/L
クロム 2 mg/L 2 mg/L
水素イオン濃度 5を超え9未満 pH 5を超え9未満 pH
生物化学的酸素要求量 600 mg/L未満 大阪市下水道条例により 2,600mg/L 迄一定条件のもとに市長の承認を受けて排除する事ができます。 2600 mg/L
浮遊物質量 600 mg/L未満 大阪市下水道条例により 2,600mg/L 迄一定条件のもとに市長の承認を受けて排除する事ができます。 2600 mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質

鉱油類 5 mg/L 4 mg/L 3 mg/L 5 mg/L 5 mg/L 4 mg/L 3 mg/L
動植物油類 30 mg/L 20 mg/L 10 mg/L 30 mg/L 30 mg/L 20 mg/L 10 mg/L

温度 45 ℃未満
沃素消費量 220 mg/L未満
色又は臭気 放流先で支障をきたすような色又は臭気を帯びていないこと

に適合しない排水を流すと処罰される場合があります。

に適合しない排水を流すと、その水質改善のために除害施設を設置する命令や、排水することを一時的に停止するよう命令されることがあります。

健
康
項
目

1000㎥/日未満
1000㎥/日以上
5000㎥/日未満

生
活
環
境
項
目

検出されないこと 検出されないこと

特定事業場
1日当りの平均排水量

1000㎥/日以上
5000㎥/日未満

50㎥/日以上
1000㎥/日未満

30㎥/日以上
50㎥/日未満

5000㎥/日以上 5000㎥/日以上30㎥/日未満

特定事業場以外
1日当りの平均排水量


